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スマイル
2023.１.20 No.198

目
次

お
知
ら
せ

１
〜
10

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

11

生
涯
学
習
だ
よ
り
『
き
ら
り
』
12
〜
15

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

16

　
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
に

向
け
た
就
労
自
立
支
援
施
設
で

す
。
そ
の
他
就
職
相
談
も
歓
迎
で

す
。「
働
き
た
い
」
を
応
援
す
る

無
料
出
張
相
談
会
を
次
の
通
り
開

催
し
ま
す
。

日
時

　
１
月
25
日
㈬　
14
時
～
16
時

（
先
着
順
、
予
約
可
）

対
象

　
お
お
む
ね
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で

の
方
、
そ
の
ご
家
族

内
容

　
就
労
相
談
、
就
労
体
験
ほ
か

場
所

　
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
と
ま
こ
ま
い

（
苫
小
牧
市
表
町
５
丁
目
11‒

５

ふ
れ
ん
ど
ビ
ル
３
階
）

問
合
せ

　
と
ま
こ
ま
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン　
と
ま
こ
ま
い
「
サ

日
時

　
２
月
６
日
㈪　
12
時
～
15
時

場
所

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
い
ぶ
き

※
会
場
は
手
指
消
毒
、
換
気
な
ど

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

※
当
日
は
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。

※
緊
急
事
態
宣
言
が
出
た
場
合
は

中
止
し
ま
す
。

※
お
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
お
楽
し
み

甘
味
を
ご
用
意
（
参
加
費
無
料
、

昼
食
持
参
Ｏ
Ｋ
で
す
）。

※
安
平
町
支
え
合
い
活
動
交
付

金
、
社
会
福
祉
協
議
会
助
成
金
を

受
け
運
営
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

　
代
表　
佐
々
木

☎
㉕
３
７
０
６

　
お
子
さ
ん
の
発
達
の
中
で
気
に

な
る
こ
と
や
困
っ
た
こ
と
な
ど
、

発
達
全
般
の
相
談
を
希
望
さ
れ
る

方
は
期
限
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

日
程

　
３
月
３
日
㈮

申
込
期
限
　

　
２
月
３
日
㈮

※
実
施
場
所
は
利
用
さ
れ
る
方
々

の
居
住
地
区
な
ど
を
考
慮
し
、
決

定
し
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
せ

　
健
康
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
㉙
７
０
７
１

　
認
知
症
の
方
や
家
族
、
知
人
、

介
護
福
祉
医
療
職
、
そ
の
他
認
知

症
に
つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
が
あ

る
方
が
気
軽
に
集
ま
っ
て
交
流
を

楽
し
む
場
と
し
て
開
催
し
て
い
ま

す
。
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時

　
２
月
９
日
㈭　
13
時
～
14
時

場
所

　

ふ
れ
あ
い
交
流
館
（
み
な
く

る
）
多
目
的
活
動
室

内
容

　
認
知
症
に
関
す
る
ミ
ニ
講
演
会

や
相
談
会
、
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ

ク
ケ
ア
、
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
な
ど
。

※
参
加
費
無
料
。
お
茶
や
お
菓
子

を
ご
用
意
し
ま
す
。

※
参
加
さ
れ
た
方
に
ポ
イ
ン
ト
あ

び
ら
50
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
状
況
に
よ
っ
て
中
止
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
当
日
は
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。
発
熱
な
ど
体
調
不
良
の

方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
安
平
町
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の

会
（
代
表　
中
田
）☎

㉒
４
６
４
６

「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」
を
開

催
し
ま
す

働
き
た
い
方
の
た
め
の
出
張

相
談
会

地
域
サ
ロ
ン
あ
ん
を
開
催
し

ま
す

札
幌
学
院
大
学
公
認
心
理
師

に
よ
る
巡
回
児
童
相
談

ポ
ス
テ
・
プ
ラ
ス
」（
苫
小
牧
市

表
町
３
丁
目
２‒

13
王
子
不
動
産

第
２
ビ
ル
６
Ｆ
）

☎
０
１
４
４
�
８
６
７
０



22広報笑顔  2023. １

ラリー競技会開催に伴う町道の通行止め規制について
　ＪＡＦ公認北海道ラリー選手権大会の開催に伴い、町道の非除雪区間を使用した占用走行が行わ
れます。大会開催日は車両、歩行者とも通行止め規制が実施されますので、付近を通行の際は誘導
員の指示に従ってください。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。

■規制路線
　春日幹線（追分春日）
　　※右記地図をご参照ください。

■規制日時
　２月５日㈰、２月19日㈰
　　両日とも７時から15時まで

■規制内容
　歩行者、車両とも通行止めとなります。

問合せ
　建設課土木・公園グループ　☎ ㉙ 7075

　希望者に眼底検査を医療機関で受けた費用の一部を助成します。

■対象者
　満40歳以上（昭和58年３月31日以前に出生された方）で、下記に該当する方は除きます。
　　①令和４年度の健康診査で眼底検査を受けた方
　　② 医療機関で定期的に眼底検査を受けている方（医師の指示によりこれから眼底検査を受ける

予定のある方も含みます）

■受診方法
　①役場で「眼底検査受診御依頼書」と「安平町眼底検査費用助成交付申請書」の交付を受ける。
　② 「眼底検査受診御依頼書」を自分で選んだ眼科医療機関へ提出、検査を受けて検査料金を医療

機関で支払い、領収書を発行してもらう。
　　　※「健診」扱いになるので、健康保険証は使えません。
　③ 「安平町眼底検査費用助成交付申請書」に記載し、②の領収書を郵送または窓口へ提出して費

用の助成手続きを行う。
　　　※助成額は5,038円が上限です。

■助成期間
　１月２日㈪から３月31日㈮までに受診した検査が助成の対象となります。

■助成申請手続期限
　４月14日㈮まで

問合せ（ご不明な点は下記までご連絡ください）
　健康福祉課健康推進グループ　☎ ㉙ 7071

眼底検査受診費用の一部を助成します
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福祉灯油等特別対策事業および
物価高騰による高齢者世帯等生活支援事業のお知らせ

対象世帯につき、福祉灯油購入費用10,000円
物価高騰による高齢者世帯等生活支援助成金10,000円

　在宅の低所得高齢者などを対象に、冬季間の灯油等の経費および物価高騰による負担軽減のため
の経済的支援を行います。
　対象条件をご確認いただき、該当する場合は３月10日㈮までに申請してください。

■対象となる世帯
　⑴高齢者世帯
　　 世帯主が満65歳以上で、町民税非課税の世帯（令和５年３月31日までに満65歳に到達する方

を含む）
　⑵ひとり親世帯（物価高騰による高齢者世帯等生活支援助成金は対象外）
　　 満18歳未満（学生の場合は満18歳になった学年の年度末まで）の子を扶養する町民税非課税の

世帯
　⑶しょうがい者世帯（物価高騰による高齢者世帯等生活支援助成金は対象外）
　　 障害者手帳（身体、知的、精神）を所持している方または障害年金受給者がいる町民税非課税

の世帯
　※同一住居において複数の世帯が存在する場合は、いずれかの世帯のみを対象とします。

■対象外となる世帯
　・生活保護世帯
　・ 介護保険施設※１または高齢者施設※２、しょうがい者施設、児童福祉施設に入所している世帯。

ただし、配偶者が在宅で支給要件を満たしている場合を除きます。
　・課税世帯と同じ住居に居住している世帯
　・申請者が入院中である世帯（申請をした日を基準とする）
　※１　 介護保険施設とは、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者

生活介護施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等をいいます。
　※２　高齢者施設とは、高齢者を対象とした共同生活施設全般となります。

■申請方法
　振込希望口座番号と印鑑を持参の上、必要事項を申請書に記入し、手続きをしてください。
　なお、役場への来庁が難しい場合、電話等でご連絡いただければ申請書を自宅まで郵送します。

■申請先
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）
　住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

■助成方法
　申請書に記載された口座に振り込まれます。

問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071
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被災者ペット飼育用住宅の入居者募集について
　平成30年北海道胆振東部地震で被災したペットを飼育している方を対象に、ペット飼育用住宅の
入居者を募集します。

■入居要件
　平成30年北海道胆振東部地震の被災者のうち、下記の要件をすべて満たす方が対象。
　　①町内に住所を有する方またはその見込みの方であること
　　②ペット（犬、猫に限る）を飼育し、住宅に困窮している方
　　③市町村民税等を滞納していない方
　　④入居する予定の方および同居する予定の方が暴力団員でないこと

■必要なもの
　 入居申込書および同意書、世帯全員の住民票、世帯全員が市町村民税を滞納していないことの 

証明書の写し

■募集戸数
　早来北進ペット飼育用住宅　１戸（２LDK）　所在地：早来北進83番地４

■月額家賃
　29,200円

■募集期間
　随時　※入居の募集については先着順となります。

■受付場所
　建設課施設グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

問合せ
　建設課施設グループ　☎ ㉒ 2516

地域おこし協力隊員を募集しています
　令和５年度から活動を開始する隊員を募集しています。募集対象は、都市地域に在住する方とな
ります。知人や友人の方で関心がありそうな方がいらっしゃいましたら情報提供にご協力ください。
　詳しい募集要項については、町ホームページをご覧いただくか、政策推進課へご連絡いただけれ
ば郵送等も可能ですので、お問い合わせください。

■募集職種・人数
　①地域スポーツ支援員　１名
　②コミュニティ×共創実践者　２名

■応募締切等
　２月10日㈮正午まで　※希望者には事前に活動イメージ等の説明もいたします。

問合せ
　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751
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戦没者等のご遺族の皆さんへ
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています
令和５年３月31日㈮までにご請求ください

　特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するもの
です。請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請
求ください。

■支給対象となる方
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）において「恩給法による公務扶助
料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻や父母等）
がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

■支給内容
　国債名称　第十一回特別弔慰金国庫債券　い号
　額面　25万円（５年償還）

■請求窓口
　北海道保健福祉部福祉局地域福祉課援護係　☎ 011‒231‒4111（内線25‒622）
　住民サービス課住民サービスグループ　☎ ㉕ 2411
　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071

問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071

支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
 １． 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取

得した方
 ２．戦没者等の子
 ３．戦没者等の ①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　　　※ 戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどう

かにより、順番が入れ替わります。
 ４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係があった方に限ります。

ごみは回収日当日に出しましょう
　最近、アライグマやキタキツネなどの野生動物を市街地でも多く見かけます。
　野生動物を近づかせないためにも、ごみステーションへのごみ出しは前日ではなく、回収日当日
の８時30分までに出していただくようご協力をお願いします。

問合せ
　税務住民課住民生活グループ　☎ ㉒ 2940
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安平町耐震改修促進計画（案）に関する
意見募集（パブリックコメント）について

　安平町耐震改修促進計画（案）について、パブリックコメントを実施しますので、お気づきの点
やご意見をお寄せください。
■意見募集の対象
　安平町耐震改修促進計画（案）
■公表する資料
　①安平町耐震改修促進計画（案）
　②意見募集要領
　③意見記入票
■資料の閲覧方法等
　①建設課施設グループ（総合庁舎）において閲覧できます。
　②町ホームページに掲載しています。
　　※ご覧になれない方はお問い合わせください。郵送などでお届けします。
■意見の提出方法および場所
　 意見記入票により提出してください。意見記入票と同様の項目を記述している場合は、任意によ

る書面でもかまいません。電話での受け付けはしませんので、ご了承ください。
　　①持参、郵送の場合：建設課施設グループ（総合庁舎）へ提出してください。
　　　　　　　　　　　　　〒059−1595　安平町早来大町95番地　
　　　　　　　　　　　　　　安平町役場　建設課施設グループ
　　②FAXの場合：建設課施設グループへ送信してください。　℻ ㉒ 3006
　　③メールの場合：添付もしくはメール本文等により建設課施設グループへ送信してください。
　　　　　　　　　　　kenchiku@town.abira.lg.jp
■意見募集期間
　１月20日㈮から２月10日㈮17時15分まで
　　①持参の場合：月～金　８時30分～17時15分
　　②郵送の場合：２月10日㈮消印まで有効
　　③FAX、メールの場合：24時間受付（土日、祝日含む）
■意見対象者
　安平町町民参画推進条例第２条に規定する「町民」を対象とします。
　　①町内に居住または通勤、通学している方
　　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
■意見集約による公表および応答
　意見集約後、寄せられた意見と町の考え方等について、公表します。
　　①建設課施設グループ（総合庁舎）において公表します。
　　②町ホームページに掲載します。
■その他
　① 意見記入票については、詳しく内容をお聞きする場合のために住所、お名前、ご連絡先を必ず

記載してください。
　②募集対象案件と直接関係のないご意見等については、取り扱わない場合があります。

問合せ　建設課施設グループ　☎ ㉒ 2516
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安平町議会の個人情報の保護に関する条例（案）に
対する意見募集（パブリックコメント）について

　令和５年４月１日から、新たな個人情報保護法の規定が全国共通のルールとして、地方公共団体
に適用されることとなりました。地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情
報の取り扱いに係る規律の対象となっていないこととの整合を図るため、一部の規定を除き改正法
の適用対象外となり独自に個人情報保護制度を規定することが必要となったことから新たに条例を
制定するためパブリックコメントを実施します。
■意見募集の対象
　安平町議会の個人情報の保護に関する条例（案）
■公表する資料
　条例（案）の概要、条例（案）、条例（案）と改正法の比較
■資料の閲覧方法
　⑴安平町役場のうち、次において閲覧できます。
　　①議会事務局（総合庁舎）
　　②住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　⑵町ホームページに掲載しています。
　⑶町ホームページをご覧になれない方は、議会事務局までお問い合わせください。
■意見の提出方法および場所
　 以下⑴～⑷のいずれかの方法で提出してください。なお、提案書と同様の項目を記述している場

合は、任意による書面でもかまいません。
　　⑴持参の場合： 安平町役場のうち、次のいずれかに提出してください（受け付けは平日８時30

分から17時15分まで）。
　　　　　　　　　　①議会事務局（総合庁舎）
　　　　　　　　　　②住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
　　⑵郵送の場合：議会事務局へ郵送してください（２月９日㈭消印まで有効）。
　　　　　　　　　　〒059−1595　安平町早来大町95番地　安平町役場総合庁舎　議会事務局
　　⑶FAXの場合： 議会事務局へ送信してください。　℻ ㉖ 2701
　　⑷メールの場合：提案書を添付もしくはメール本文により議会事務局へ送信してください。
　　　　　　　　　　　gikai-soumu@town.abira.lg.jp
■募集期間
　１月20日㈮から２月９日㈭17時15分まで
■提案対象者
　⑴町内に居住、通学または通勤している個人
　⑵町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
■意見集約による公表および意見に対する応答
　 意見集約後、寄せられた意見と町の考え方等について、町ホームページおよび広報あびらにおい

て公表します。
■その他
　 提案書については、提案について詳しく内容をお聞きする場合や、議会で協議した結果等をお知

らせする場合のために住所、お名前、ご連絡先を必ずご記入ください。
問合せ　議会事務局　☎ ㉖ 2700
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ポイントあびらからのお知らせ

■誕生日イベントが２月１日㈬よりスタートします
　 ポイントカード取得時に申込書に記入していただいた生年月日

を基に、誕生月の１か月間に加盟店でお買い物をされた方へ
300ポイントを付与します。

問合せ　ポイントあびら　早来本所　☎ ㉒ 2789（安平町商工会早来本所）
　　　　　　　　　　　　追分支所　☎ ㉕ 2154（安平町商工会追分支所）

誕生月はお買い物をしてお得に

ポイントをゲットしよう！

　ぬくもりの湯に来館される皆様には、感染症予防
のため「マスクの着用」「手指消毒」「来館時の体温
測定」をお願いしています。体調不良の方はご来館
を控えていただくなど、引き続きご理解・ご協力を
お願いします。

休館日　１月24日、２月14日、２月28日（毎月第２・４火曜日）
問合せ　ぬくもりの湯　☎ ㉕ 2968（営業時間　11時～22時）

・１月23日㈪
　先着100名様限定でドライフラワープレゼント！

・１月31日㈫　キッズデー　14時〜20時
　小学生以下のお子さんと保護者が一緒に楽しめる「射的、ジャンボだるま落とし、サッ
カーチャレンジゴール、シャッフルゴルフ」など、無料で遊べるゲームコーナーを用意！
気軽にお友だちを誘って遊びに来ませんか。
　小学生以下の入浴または回数券購入のお子さんはゲームの点数に応じて素敵なプレゼン
トを用意しています。キッズカード対象イベントです。

・２月６日㈪　キッズデー　お風呂の日
　２月６日はお風呂の日！小学生以下の入浴または回数券購入のお子さんにバスボールを
プレゼント。さらに、恐竜レプリカつかみ取りもできます。キッズカード対象イベントで
す。

　ガーデニングホールに寄贈いただいたランニングマシン
２台とエアロバイク２台を設置しました。冬場の運動不足
解消に汗をかきませんか。そしてぬくもりの湯でリフレッ
シュしてください（トレーニングシューズをご持参の上、
ご利用ください）。
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　２月１日㈬～14日㈫

案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　申込受付期間：２月１日㈬～14日㈫　８時30分～17時15分

受付場所
　建設課施設グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、世帯全員の住民票の写し、　
世帯全員が市町村税を滞納していないことの証明書の写し、マイナンバーカード（個人番号カード） 
または通知カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　　早来地区分　２月16日㈭　 ９時30分～総合庁舎
　　追分地区分　２月16日㈭　13時30分～総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：  遠浅南公営住宅、遠浅駅前公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、 

早来北町公営住宅、早来大町東公営住宅、早来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定
公共賃貸住宅

　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　単身者用： 追分カームビレッジ特定単身者住宅、早来さつき単身者住宅、遠浅アイリス特定単身

者住宅

その他
　令和５年３月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ　建設課施設グループ　☎ ㉒ 2516

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町95番地
　　　　（☎ ㉒ 2511・FAX ㉒ 2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/hokkaido.abira

暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続きや制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの
暮らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐 氏　☎ ㉒ 3518
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹 氏　☎ ㉕ 2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎ ㉒ 2511
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不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
苫小牧警察署☎0144㉟0110　　　追分駐在所☎㉕2003
安平駐在所　☎㉓2339         　　　早来駐在所☎㉒2030
遠浅駐在所　☎㉒2211         　　　役場総務課☎㉒2511

令和４年、北海道で特殊詐欺被害激増！令和４年、北海道で特殊詐欺被害激増！

地域安全ニュース

　先月の地域安全ニュースでもお伝えしましたが、令和４年の北海道内における特殊詐欺による被害は
昨年に比べ急激に増えており、被害総額が11億円を超えています（11月末現在）。
　今回は、特殊詐欺の連絡に多い「キーワード」を紹介しますので、お手元に掛かってきた電話、届い
たメールやハガキなどを確認し、被害に遭わないよう注意しましょう。

１．「あなたの個人情報、暗証番号が漏れています」
　このような電話があった場合、警察官や銀行員を名乗る者がキャッシュカード等を受け取りに自
宅に訪問し「使えないように封印します」などと偽りだまし取る詐欺の可能性が高いです。

２．「〇〇円をあなたに譲ります」「簡単、高収入、必ず儲かります」
　メールに記載のサイトに接続するとフィッシングサイトへ誘導され、振込手数料などの名目でお
金や電子マネーをだまし取られる詐欺の可能性が高いです。

３．レターパックで現金を送ってください
　「レターパック」「宅配便」で現金を送ることは法律上できませんので、弁護士や企業がそのよ
うな対応を求めることはありません。詐欺の可能性が非常に高いです。また、「コンビニでギフト
カードを購入して番号の写真を送ってください」も同様に詐欺の可能性が高いです。

４．還付金があるのでＡＴＭへ行ってください
　ATMを操作して相手にお金を送ることはできますが、相手からお金を
受け取ることはできません。詐欺の可能性が非常に高いので絶対に行っ
てはいけません。

５．料金未納最終通告、裁判訴訟通知
　これらの通知はすべて架空請求詐欺の手口の可能性が高いです。連絡
をすると「取り下げ手数料」、「弁護士費用」などさまざまな名目で現金
を要求されますので、警察等にすぐにご相談ください。

◉こんなキーワードにご注意！

安安全全でで平平和和なな町町づくりを！づくりを！安全で平和な町づくりを！

令和５年１月20日発行
令和４年度第10号
安平町防犯協会

■防犯協会の活動
　令和４年12月27日、歳末の防犯活動と交通安全を強化すべ
く安平町交通安全推進委員会、安平町交通安全協会、安平町交
通安全指導員会と合同で「安平町歳末特別警戒合同パトロール
2022」を追分、早来、遠浅、安平の各市街地で実施しました。


